
規

則

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
管
理
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

訓

令

甲

大
分
県
副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

〇
規

則

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
号

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
療
法
施
行
細
則
（
平
成
八
年
大
分
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
条
中
「
医
療
法
人
」
の
下
に
「
若
し
く
は
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
」
を
加
え
、
同
条
を
第
五
十

九
条
と
し
、
第
四
十
九
条
の
次
に
次
の
九
条
を
加
え
る
。

（
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
決
算
の
届
出
）

第
五
十
条

法
第
七
十
条
の
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
地

域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
決
算
届
（
第
五
十
八
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
解
散
認
可
申
請
）

第
五
十
一
条

法
第
七
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
解
散
認
可
申
請
書
（
第
五
十
九
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
解
散
の
届
出
）

第
五
十
二
条

法
第
七
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
解
散
届
（
第
六
十
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
清
算
人
の
就
任
の
届
出
）

第
五
十
三
条

法
第
七
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
六
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
地

域
医
療
連
携
推
進
法
人
清
算
人
就
任
届
（
第
六
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
清
算
の
結
了
の
届
出
）

第
五
十
四
条

法
第
七
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
六
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
清
算
結
了
届
（
第
六
十
二
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
定
款
変
更
認
可
申
請
）

第
五
十
五
条

法
第
七
十
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

を
受
け
る
た
め
の
申
請
は
、
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
定
款
変
更
認
可
申
請
書
（
第
六
十
三
号
様
式
）
に

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
定
款
の
変
更
の
届
出
）

第
五
十
六
条

法
第
七
十
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
定
款
変
更
届
（
第
六
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
代
表
理
事
の
選
定
認
可
申
請
）

第
五
十
七
条

施
行
規
則
第
三
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
の
申
請
書
は
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
代
表
理
事

選
定
認
可
申
請
書
（
第
六
十
五
号
様
式
）
と
す
る
。

（
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
代
表
理
事
の
解
職
認
可
申
請
）

第
五
十
八
条

施
行
規
則
第
三
十
九
の
二
十
七
第
二
項
の
申
請
書
は
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
代
表
理
事
解

職
認
可
申
請
書
（
第
六
十
六
号
様
式
）
と
す
る
。

第
四
十
六
号
様
式
の
添
付
書
類
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６
関
係
事
業
者
と
の
取
引
の
状
況
に
関
す
る
報
告
書

第
四
十
六
号
様
式
の
注
の
５
中
「附

属
明
細
書

」
を
「附

属
明
細
表

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

６
医
療
法
第
５１条

第
２
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
の
場
合
、
次
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

⑴
純
資
産
変
動
計
算
書

⑵
附
属
明
細
表

⑶
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
書

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 金 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

三
五

三
月
三
十
一
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一



第
58号

様
式
（
第
50条
関
係
）

 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
決
算
届
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
殿
 

届
出
者

事
務
所
所
在
地
 

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
名
 

代
表
理
事
氏
名
 

電
話
番
号
（
 
 
）
 
 
 
―
 

   
 
 
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
の
決
算
を
終
了
し
た
の
で
、
医
療
法
第

70条
の
14の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
52条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

  
添
付
書
類
 

 
 
１
 
事
業
報
告
書
 

 
 
２
 
財
産
目
録
 

 
 
３
 
貸
借
対
照
表
 

 
 
４
 
損
益
計
算
書
 

 
 
５
 
関
係
事
業
者
と
の
取
引
状
況
に
関
す
る
報
告
書
 

 
 
６
 
医
療
法
第
70条
第
２
項
第
３
号
の
支
援
及
び
同
法
第
70条
の
８
第
２
項
の
出
資
の
状
況
に
関
す

る
報
告
書
 

 
 
７
 
医
療
法
第
46条
の
８
第
３
号
の
監
査
報
告
書
 

 
 
８
 
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
書
 

注
 
１
 
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
は
、
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
別
の
も
の
を

提
出
す
る
必
要
は
な
く
、
法
人
全
体
の
も
の
を
提
出
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
提
出
は
毎
会
計
年
度
終
了
後
３
月
以
内
で
あ
る
。
 

 
 
 
３
 
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
額
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
登
記
事
項
の
変
更
の
登
記
が
必
要

で
あ
る
。
 

 

第
五
十
七
号
様
式
の
次
に
次
の
九
様
式
を
加
え
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二



第
59号

様
式
（
第
51条

関
係
）地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
解
散
認
可
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
殿
 

事
務
所
所
在
地
 

申
請
者
 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
名
 
 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
理
事
氏
名
 

電
話
番
号
（
 
 
）
 
－
 
 
 

 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
 
 
 
 
 
の
解
散
の
認
可
を
受
け
た
い
の
で
、
医
療
法
第
70条

の
15に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
55条

第
６
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

 
添
付
書
類
 

 
 
１
 
理

由
書
 

 
 
２
 
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
定
め
ら
れ
た
解
散
に
関
す
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
 

 
 
３
 
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
 

 
 
４
 
残
余
財
産
の
処
分
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
 

 
注
 
代
表
理
事
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

第
60号

様
式
（
第
52条

関
係
）

 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
解
散
届
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
殿
 

事
務
所
所
在
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

届
出
者
 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
名
 
 
 
 
 
 
 

清
算
人
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
話
番
号
（
 
 
）
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 

 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
 
 
 
 
を
解
散
し
た
の
で
、
医
療
法
第
70条

の
15に

お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
55条
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

 
添
付
書
類
 

 
 
１
 
理

由
書
 

 
 
２
 
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
定
め
ら
れ
た
解
散
に
関
す
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
 

 
 
３
 
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
 

 
 
４
 
残
余
財
産
の
処
分
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

三



第
61号

様
式
（
第
53条

関
係
）地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
清
算
人
就
任
届
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
殿
 

事
務
所
所
在
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

届
出
者
 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
名
 
 
 
 
 
 
 

清
算
人
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
話
番
号
（
 
 
）
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 

 
下
記
の
と
お
り
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
 
 
 
 
 
の
清
算
人
に
就
任
し
た
の
で
、
医
療
法
第
70条

の
15に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
56条

の
６
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

記
 

清
算

人
 
氏

名
 
 
 

住
所
 
 
 

 
 
 
 
日
 
 
 

 
月
 
 
 
 
年

 
日

月
年

任
就 

第
62号

様
式
（
第
54条
関
係
）

 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
清
算
結
了
届
 

 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

  
 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
 
 
殿
 

 
事
務
所
所
在
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

届
出
者
 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
名
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
算
人
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
話
番
号
（ 
 
 
 
）
 
 
 
 
―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
を
も
っ
て
解
散
し
た
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人

 
 
 
 
 
 
 
 

の
清
算
を
結
了
し
た
の
で
、
医
療
法
第
70条
の
15に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
56条
の
11の
規
定
に
よ
り

届
け
出
ま
す
。

 
記
 

 

年
 
日

月
年

了
結

算
清

 
 
 
 
 
月
 
 
 
 
 
日
 
 
 
 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

四



第
63号

様
式
（
第
55条
関
係
）

  
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
定
款
変
更
認
可
申
請
書
 

  
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
殿
 

 

申
請
者

事
務
所
所
在
地
 

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
名
 

代
表
理
事
氏
名
 

電
話
番
号
（
 
 
）
 
 
 
―
 

   
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
定
款
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
い
の
で
、
医
療

法
第
70条
の
18に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
54条
の
９
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

  
添
付
書
類
 

 
 
１
 
定
款
の
変
更
の
内
容
(新
旧
対
照
表
を
添
付
す
る
こ
と
。
)及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
 

 
 
２
 
定
款
に
定
め
ら
れ
た
変
更
に
関
す
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
 

 
 
３
 
開
設
し
よ
う
と
す
る
施
設
に
係
る
診
療
科
目
、
従
業
者
の
定
員
並
び
に
敷
地
及
び
建
物
の
構
造

設
備
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
及
び
開
設
し
よ
う
と
す
る
施
設
の
管
理
者
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名

を
記
載
し
た
書
面
(新
た
に
病
院
、診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
限
る
。
)

 
 
４
 
開
設
し
よ
う
と
す
る
施
設
に
係
る
従
業
者
の
定
員
並
び
に
敷
地
及
び
建
物
の
構
造
設
備
の
概
要

を
記
載
し
た
書
類
及
び
開
設
し
よ
う
と
す
る
施
設
の
管
理
者
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
を
記
載
し
た

書
面
(新
た
に
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
に
係
る
施
設
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
)

 
 
５
 
定
款
変
更
後
2年
間
の
事
業
計
画
及
び
こ
れ
に
伴
う
予
算
書
(新
た
に
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は

介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
に
係
る
施
設
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限

る
。
)

 
 
６
 
変
更
後
の
定
款
 

  
注
 
代
表
理
事
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
64号

様
式
（
第
56条
関
係
）

地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
定
款
変
更
届
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

大
分
県
知
事
　
　
　
殿
 

事
務
所
所
在
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

届
出
者
 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
名
 
 
 
 
 
 
 

代
表
理
事
氏
名
   

 
 
 
 
 
 
   

電
話
番
号
（ 
 
 
 
）
 
 
 
 
－
 
 
 
 

 
下
記
の
と
お
り
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
 
 
 
 
の
定
款
を
変
更
し
た
の
で
、
医
療
法
第
70条

の
18

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
54条
の
９
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

記
 

変
更
事
項
 
 
 

変
更

前
 
 
 

変
更

後
 
 
 

 
添
付
書
類
 

 
 
変
更
後
の
定
款
 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

五



第
65号

様
式
（
第
57条

関
係
）

 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
代
表
理
事
選
定
認
可
申
請
書
 

 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
殿
 

事
務
所
所
在
地
 

申
請
者
 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
名
 

代
表
理
事
氏
名
 

電
話
番
号
（
 
 
）
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
標
記
に
つ
い
て
、
医
療
法
第
70条

の
19第

１
項
及
び
医
療
法
施
行
規
則
第
39条

の
27第
１
項
の
規
定
に

基
づ
き
申
請
し
ま
す
。
 
 

記
 

１
 
代
表
理
事
と
な
る
べ
き
者
の
住
所
、
氏
名
 

２
 
選
定
の
理
由
 

 

注
 
１
 
代
表
理
事
と
な
る
べ
き
者
の
履
歴
書
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 
２
 
代
表
理
事
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

第
66号

様
式
（
第
58条
関
係
）

 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
代
表
理
事
解
職
認
可
申
請
書
 

 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
殿
 

事
務
所
所
在
地
 

申
請
者
 
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
名
 

代
表
理
事
氏
名
 

電
話
番
号
（
 
 
）
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
標
記
に
つ
い
て
、
医
療
法
第
70条

の
19第

１
項
及
び
医
療
法
施
行
規
則
第
39条

の
27第
２
項
の
規
定
に

基
づ
き
申
請
し
ま
す
。
 
 

記
 

１
 
代
表
理
事
の
住
所
、
氏
名
 

２
 
解
職
の
理
由
 

  注
 
代
表
理
事
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

六



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰市
町
村
保
険
料

収
納
必
要
額

保
険
料
収
納
必

要
額
×
⑧⑨

市
町
村
の
額

（
②
～
⑦
の

合
計
額
）
÷

広
域
連
合
の

額
（
Ⅱ
～
Ⅶ

の
合
計
額
）

⑧

当
該
市
町
村
の
当
該
特
定
期
間
中
に
お
け
る

法
附
則
第
１４
条

第
２
項
の
繰
入
金

の
額
の
う
ち
当
該

市
町
村
に
係
る
額

（
算
定
省
令
附
則

第
６
条
第
１
項
）

終
了
年
度

⑦

Ⅶ

初
年
度
⑥

Ⅵ

法
第
９９条

第
１
項

及
び
第
２
項
の
繰

入
金
額

（
算
定
省
令
第
２７

条
第
１
号
ロ
）

終
了
年
度

⑤

Ⅴ

初
年
度
④

Ⅳ

徴
収
す
る
保
険
料

賦
課
額

（
算
定
省
令
第
２７

条
第
１
号
イ
）

終
了
年
度

③

Ⅲ

初
年
度
②

Ⅱ

を
」

市
町
村
保
険
料

市
町
村
の
額

当
該
市
町
村
の
当
該
特
定
期
間
中
に
お
け
る

収
納
必
要
額

保
険
料
収
納
必

要
額
×
⑥⑦

（
②
～
⑤
の

合
計
額
）
÷

広
域
連
合
の

額
（
Ⅱ
～
Ⅴ

の
合
計
額
）

⑥

法
第
９９条

第
１
項

及
び
第
２
項
の
繰

入
金
額

（
算
定
省
令
第
２７

条
第
１
号
ロ
）

終
了
年
度

⑤

Ⅴ

初
年
度
④

Ⅳ

徴
収
す
る
保
険
料

賦
課
額

（
算
定
省
令
第
２７

条
第
１
号
イ
）

終
了
年
度

③

Ⅲ

初
年
度
②

Ⅱ

に
、
「⑷

の
⑨

」
を

」

⑬
＋
⑱

⑲

繰
入
金
の
額

（
⑭
＋
⑮
＋

⑯
＋
⑰
）
×

基
金
事
業
対

象
比
率⑱

法
附
則
第
１４条

第
２
項
の
繰
入
金
の

額
の
う
ち
当
該
市

町
村
に
係
る
額

算
定
省
令
附
則
第

６
条
第
１
項終
了
年
度

⑰
初
年
度
⑯

法
第
９９条

第
１
項

及
び
第
２
項
の
繰

入
金
額

終
了
年
度

⑮
初
年
度
⑭

を
」

⑬
＋
⑯

⑰

繰
入
金
の
額（
⑭
＋
⑮
）

×
基
金
事
業

対
象
比
率

⑯

法
第
９９条

第
１
項

及
び
第
２
項
の
繰

入
金
額

終
了
年
度

⑮
初
年
度
⑭

に
、

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
施
行
細
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の

同
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

３

旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
一
号

大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
管
理
規
則
（
平
成
二
十
年
大
分
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
中

「「

「⑷
の
⑦

」
に
、

「「

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

七



」

（
７
）
の
⑱
を
転
記

④
（
７
）
の
⑯
を
転
記

④

を

に
改
め
る
。

」

」

法
附
則
第
１４条

第
２
項
の
繰
入
金
の
額

合
計
額

を
」

合
計
額

に
、

」

②
＞
⑭
＋
⑲
の

場
合
に
記
入

②
－
（
⑭
＋

⑲
）

⑳

算
定
省
令
第
３２条

第
２
号

（
⑮
＋
⑯
＋
⑰
＋

⑱
）
×
基
金
事
業

対
象
比
率⑲

法
附
則
第
１４条

繰
入
金
の
う
ち

当
該
市
町
村
に
係
る
額

算
定
省
令
附
則
第
６
条
第
１
項

終
了
年
度

⑱
初
年
度
⑰

法
第
９９条

繰
入
金
額

終
了
年
度

⑯
初
年
度
⑮

を」

②
＞
⑭
＋
⑰
の

場
合
に
記
入

②
－
（
⑭
＋

⑰
）

⑱

算
定
省
令
第
３２条

第
２
号

（
⑮
＋
⑯
）
×

基
金
事
業
対
象

比
率

⑰

法
第
９９条

繰
入
金
額

終
了
年
度

⑯
初
年
度
⑮

に
改
め
る
。

」

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

「

「

第
六
号
様
式
中

「「「「

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
二
号

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
分
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
第
四
章

費
用
（
第
十
八
条
―
第
二
十
四
条
）
」
を
「
第
四
章

削
除
」
に
、
「
第
五
章

雑

則
（
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条
）
」
を
「
第
五
章

有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
第
二
十
五
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
六
条
）

」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
施
行
規
則
第
一
条
の
八
」
を
「
法
第
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
十
四
条
の
二
」
を
「
第
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
施
行
規
則
第
三
条
の
二
」
を
「
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
老
人

ホ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
の
設
置
の
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。第

九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
老
人
ホ
ー
ム
事
業
変
更
届
）

第
九
条
の
二

法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
老
人
ホ
ー
ム
事
業
変
更
届
（
第
十
号
様

式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
老
人
ホ
ー
ム
入
所
定
員
減
少
（
増
加
）
届
等
）

第
十
条

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
定
員
の
減
少
又
は
増
加
の
届
出
は
、
老

人
ホ
ー
ム
入
所
定
員
減
少
（
増
加
）
届
（
第
十
一
号
様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
定
員
の
減
少
の
時
期
又
は
入
所
定
員
の
増
加

の
認
可
の
申
請
は
、
老
人
ホ
ー
ム
入
所
定
員
減
少
時
期
（
入
所
定
員
増
加
）
認
可
申
請
書
（
第
十
二
号
様

式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
老
人
ホ
ー
ム
の
廃
止
（
休
止
）
届
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
に
よ

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

八



る
」
の
下
に
「
老
人
ホ
ー
ム
の
廃
止
又
は
休
止
の
」
を
加
え
、
「
老
人
ホ
ー
ム
廃
止

休
止
届
」
を
「
老
人
ホ
ー
ム

廃
止
（
休
止
）
届
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
施
行
規
則
第
五
条
」
を
「
法
第
十
六
条
第
三
項
」
に
改

め
、
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
老
人
ホ
ー
ム
の
廃
止
又
は
休
止
の
認
可
の
」
を
加
え
、
「
老
人
ホ
ー
ム
廃
止

休
止
認

可
申
請
書
」
を
「
老
人
ホ
ー
ム
廃
止
（
休
止
）
認
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
市
町
村
長
又
は
社
会
福
祉
法
人
」
を
「
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
社
会
福
祉
事
業
法
」
を
「
社
会
福
祉
法
」
に
、
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第

六
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
福
祉
事
業
法
第
五
十
七
条
第
二
項
」
を
「
社
会
福
祉

法
第
六
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
社
会
福
祉
事
業
法
第
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
社
会
福
祉
法
第
六
十
三
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
福
祉
事
業
法
第
五
十
八
条
第
二
項
」
を
「
社
会
福
祉
法
第
六
十
三
条

第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
社
会
福
祉
事
業
法
第
五
十
九
条
」
を
「
社
会
福
祉
法
第
六
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
社
会
福
祉
事
業
法
第
六
十
四
条
第
一
項
」
を
「
社
会
福
祉
法
第
六
十
九
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
福
祉
事
業
法
第
六
十
四
条
第
二
項
」
を
「
社
会
福
祉
法
第
六
十
九
条

第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
の
者
」
を
「
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
事
業
を
経
営
す
る

者
」
に
、
「
社
会
福
祉
事
業
法
第
六
十
六
条
」
を
「
社
会
福
祉
法
第
七
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
四
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
章

削
除

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で

削
除

第
五
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
章

有
料
老
人
ホ
ー
ム

第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
有
料
老
人
ホ
ー
ム
設
置
届
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
に

よ
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
有
料
老
人
ホ
ー
ム
廃
止
届
（
第
三
十
九
号

様
式
）
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
廃
止
（
休
止
）
届
（
第
三
十
九
号

様
式
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
が
、
同
条
第
十
一
項
の

規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
六
章

雑
則

第
二
号
様
式
中
「老
人
福
祉
法
施
行
規
則
第
１
条
の
８

」
を
「老

人
福
祉
法
第
１４条

の
２

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「第

１４条
の
２

」
を
「第

１４条
の
３

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「老

人
福
祉
法
施
行
規
則
第
３
条
の
２

」
を
「老

人
福
祉
法
第
１５条

の
２
第
１
項

」
に
改

め
る
。

第
十
二
号
様
式
を
削
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「老

人
ホ
ー
ム
入
所
定
員
減
員
認
可
申
請
書

」
を
「老

人
ホ
ー
ム
入
所
定
員
減
少
時
期

（入
所
定
員
増
加

）認
可
申
請
書

」
に
、
「減

少
し
た
い

」
を
「減

少

（増
加

）し
た
い

」
に
、
「老

人
福

祉
法
施
行
規
則
第
４
条
第
２
項

」
を
「老

人
福
祉
法
第
１６条

第
３
項

」
に
、
「減

少
後

」
を
「減

少

（増
加

）後

」
に
、
「減

少
定
員

」
を
「減

少

（増
加

）定
員

」
に
、
「減

少
開
始

」
を
「減

少

（増
加

）開
始

」
に
、
「減

少
す
る

」
を
「減

少

（増
加

）す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
二
号
様
式
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「老

人
ホ
ー
ム
入
所
定
員
減
員
届

」
を
「老

人
ホ
ー
ム
入
所
定
員
減
少

（増
加

）届

」

に
、
「減

少
す
る

」
を
「減

少

（増
加

）す
る

」
に
、
「老

人
福
祉
法
施
行
規
則
第
４
条
第
１
項

」
を
「老

人
福
祉
法
第
１６条

第
２
項

」
に
、
「減

少
後

」
を
「減

少

（増
加

）後

」
に
、
「減

少
定
員

」
を
「減

少

（増
加

）定
員

」
に
、
「減

少
開
始

」
を
「減

少

（増
加

）開
始

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と

す
る
。

第
九
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

九



第
10号

様
式
（
第
９
条
の
２
関
係
）

第
 
 
 
 
 
号
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
 
殿
 

所
 
 
在
 
 
地
 

名
称
及
び
代
表
者
名
 

 

老
人
ホ
ー
ム
事
業
変
更
届
 

 

 
下
記
の
と
お
り
老
人
ホ
ー
ム
の
事
業
を
変
更
す
る
の
で
、老
人
福
祉
法
第
15
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
届
け
出
ま
す
。
 

記
  

変
更
事
項
 

新
旧
 

                      
 

 

第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１３号

様
式
削
除

第
十
四
号
様
式
中
「老

人
ホ
ー
ム
廃
止
休
止
届

」
を
「老

人
ホ
ー
ム
廃
止

（休
止

）届

」
に
、
「廃

止
休
止
す
る

」

を
「廃
止

（休
止

）す
る

」
に
、
「廃

止
休
止
の

」
を
「廃

止

（休
止

）の

」
に
改
め
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「老

人
ホ
ー
ム
廃
止
休
止
認
可
申
請
書

」
を
「老

人
ホ
ー
ム
廃
止

（休
止

）認
可
申
請
書

」

に
、
「廃

止
休
止
し
た
い

」
を
「廃

止

（休
止

）し
た
い

」
に
、
「老

人
福
祉
法
施
行
規
則
第
５
条

」
を
「老

人

福
祉
法
第
１６条

第
３
項

」
に
、
「廃

止
休
止
の

」
を
「廃

止

（休
止

）の

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中
「社

会
福
祉
事
業
法
第
５７条

第
１
項

」
を
「社

会
福
祉
法
第
６２条

第
１
項

」
に
改
め

る
。第

十
七
号
様
式
中
「社

会
福
祉
事
業
法
第
５７条

第
２
項

」
を
「社

会
福
祉
法
第
６２条

第
２
項

」
に
改
め

る
。第

十
八
号
様
式
中
「社

会
福
祉
事
業
法
第
５８条

第
１
項

」
を
「社

会
福
祉
法
第
６３条

第
１
項

」
に
改
め

る
。第

十
九
号
様
式
中
「社

会
福
祉
事
業
法
第
５８条

第
２
項

」
を
「社

会
福
祉
法
第
６３条

第
２
項

」
に
改
め

る
。第

二
十
号
様
式
中
「社

会
福
祉
事
業
法
第
５９条

」
を
「社

会
福
祉
法
第
６４条

」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
号
様
式
中
「社

会
福
祉
事
業
法
第
６４条

第
１
項

」
を
「社

会
福
祉
法
第
６９条

第
１
項

」
に
改
め

る
。第

二
十
二
号
様
式
中
「老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
事
業
変
更
届

」
を
「老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
事
業
変
更
届

」

に
、
「社

会
福
祉
事
業
法
第
６４条

第
２
項

」
を
「社

会
福
祉
法
第
６９条

第
２
項

」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「社

会
福
祉
事
業
法
第
６４条

第
２
項

」
を
「社

会
福
祉
法
第
６９条

第
２
項

」
に
改
め

る
。第

二
十
四
号
様
式
か
ら
第
三
十
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２４号

様
式
か
ら
第
３６号

様
式
ま
で
削
除

第
三
十
九
号
様
式
中
「第

２９条
第
２
項

」
を
「第

２９条
第
３
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一
〇



副
セ
ン
タ
ー
長

六
種

参
事
（
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
職
に

あ
る
も
の
）

七
種

を
」

副
セ
ン
タ
ー
長

六
種

に
改
め
、
同
部
の
消
費
生
活
・
男
女
共
同
参

」

セ
ン
タ
ー
長

一
種

参
事
監

三
種

を
」

セ
ン
タ
ー
長
、
参
事
監

三
種

に
改
め
、
「
、
参
事
（
人
事
委
員
会
が
指
定

」

副
校
長
、
部
長

七
種

を
」

校
長

三
種

副
校
長
、
部
長

七
種

に
改
め
、
同
部
の
土
木
事
務
所
の
項
中

」

〇
人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
九
条
の
二

条
例
第
十
二
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す

る
。

一

医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
り
、
か
つ
、
第
七
条
の
規

定
に
よ
る
管
理
職
手
当
に
係
る
区
分
が
三
種
の
職
を
占
め
る
も
の

二

公
安
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
九
級
で
あ
り
、
か
つ
、
第
七
条
の
規
定

に
よ
る
管
理
職
手
当
に
係
る
区
分
が
三
種
の
職
を
占
め
る
も
の

第
十
条
第
二
項
中
「
又
は
配
偶
者
の
な
い
旨
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
の
読
替
え
等
）

１３

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
第
十
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
条
例
第
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
大
分
県
条
例
第
四
十
八
号
）
附
則
第
八
項
か
ら

第
十
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
十
三
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
ど
う

か
」
と
あ
る
の
は
「
ど
う
か
又
は
配
偶
者
の
な
い
旨
」
と
す
る
。

１４

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
大
分
県
条
例
第
四
十
八

号
）
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
十
二
条
第
三
項
の
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
り
、
か
つ
、
第
七
条
の
規

定
に
よ
る
管
理
職
手
当
に
係
る
区
分
が
三
種
の
職
を
占
め
る
も
の

二

公
安
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
九
級
で
あ
り
、
か
つ
、
第
七
条
の
規
定

に
よ
る
管
理
職
手
当
に
係
る
区
分
が
三
種
の
職
を
占
め
る
も
の

別
表
第
三
の
知
事
の
事
務
部
局
の
部
の
本
庁
の
項
中
「
部
長
」
の
下
に
「
、
局
長
（
行
政
職
九
級
の
職
に

あ
る
も
の
）
」
を
、
「
地
域
医
療
政
策
監
」
の
下
に
「
、
社
会
参
加
推
進
監
」
を
加
え
「
、
情
報
政
策
監
」

を
削
り
、
同
部
の
保
健
所
の
項
中
「
、
副
所
長
」
を
削
り
、
同
部
の
こ
ど
も
・
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の

項
中

「「画
プ
ラ
ザ
の
項
中
「
次
長
、
」
を
削
り
、
同
部
の
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
中

「「す
る
職
に
あ
る
も
の
）
」
を
削
り
、
同
部
の
工
科
短
期
大
学
校
の
項
中

「「

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
一



所
長

六
種

を
」

所
長
、
次
長
（
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る

職
に
あ
る
も
の
）

六
種

に
改
め
、
同
表
の
監
査
事
務
局
の
部
中

」

局
長

一
種

次
長

三
種

を
」

局
長
、
次
長

三
種

に
改
め
、
同
表
の
教
育
委
員
会
の
部
の
本
庁

」

埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー

所
長

六
種

次
長
、
参
事
（
総
括
）

七
種

図
書
館

副
館
長

七
種

教
育
セ
ン
タ

ー

所
長

三
種

副
所
長
、
部
長
（
行
政
職
七
級
又
は
六

級
の
職
に
あ
る
者
）

七
種

歴
史
博
物
館

館
長

六
種

副
館
長

七
種

セ
ン
タ
ー
長

六
種

を

社
会
教
育
総

合
セ
ン
タ
ー

次
長

七
種

所
長

十
種

先
哲
史
料
館

館
長

六
種

」

教
育
セ
ン
タ

ー

所
長

三
種

副
所
長
、
部
長
（
行
政
職
七
級
又
は
六

級
の
職
に
あ
る
者
）

七
種

図
書
館

副
館
長

七
種

青
少
年
の
家

所
長

六
種

歴
史
博
物
館

館
長

六
種

副
館
長

七
種

先
哲
史
料
館

館
長

六
種

埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー

所
長

六
種

副
所
長
、
参
事
（
人
事
委
員
会
が
指
定

す
る
職
に
あ
る
も
の
）

七
種

に
改
め
、
同
部
の
学
校
教
育
法

」

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

「「「「の
項
中
「
安
全
対
策
・
管
理
監
」
を
「
健
康
対
策
・
管
理
監
」
に
改
め
、
同
部
中

「

「に
定
め
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
項
中
「
指
定
す
る
」
の

下
に
「
職
に
あ
る
」
を
加
え
、
同
表
の
警
察
本
部
の
部
の
本
部
の
項
中
「
、
交
通
事
故
分
析
官
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規

則
別
表
第
三
の
警
察
本
部
の
部
の
本
部
の
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
二



公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
の
項
中
「
公
益
財
団
法
人
森
林
ネ
ッ
ト
お
お
い
た
」
を

削
り
、
同
表
の
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
項
中
「
大
分
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
」
を

「
大
分
県
土
地
開
発
公
社
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
訓

令

甲

大
分
県
訓
令
甲
第
三
号

本

庁

地

方

機

関

大
分
県
副
知
事
の
担
任
事
務
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
大
分
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
一
条
の
表
の
副
知
事
二
日
市
具
正
の
担
任
事
務
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

国
民
文
化
祭
・
障
害
者
芸
術
文
化
祭
局
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。平

成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
・
訓
令
甲
）

一
三


